


※ 講師 屋嘉比 ふみ 子さんにつ い て

屋嘉比ふみ子 さん は1 9 引 年 に ( 株) 京ガス( 京都にある大阪ガス の 下請けエ事

会社) に入社 ｡ 直後から会社と企業内組合の 双方 で の 女性差別 に直面 して ､ 差別

との 闘 い を続け て き ま した ｡

1 98 4 年 に は女性と嘱託社員の み をねらい 打 ち に した指名解雇 を自力 で撤回 ｡ 解

雇撤回後 ､ い や が らせ 的 に 行 われ た強制配転に よ っ て 配属された新 し い 部署 で も ､

男女 の 差別賃金是正 の た め に ､ 会社お よび 男性優位の 企業内組合と の 聞 い を続け

て きま した ｡

1 9 9 8 年 ､ 国際基準 ( 日本が1 96 7 年 に批准 し たI L Ol O O 号条約) で あ る 同
一 価値労

働同 一 賃金原則 ( ペ イ ･ エ クイ テ ィ) に違反すると して ､ 京ガス で の 男女賃金格

差の 是 正 を求め て 京都地裁 に提訴｡ 日本 で初め て ､
｢ 知識 ･ 技能 ､ 責任 ､ 精神的

な負担と疲労度を検討 し て職務 の価値 に差 はな い ｡ 本件 の賃金格差 は 女性差別で

あり ､ 労 基法4 条違反｣ と い う判決を引き出 し ､ 2 0 0 5 年大阪高裁で勝利的な和解

を勝ちとりま した ｡

こ の 間 ､ 経 営状態が悪化 し て い た京ガス は ､ 2 0 0 6 年8 月 ､ 突然 事業閉鎖を労組

に通告 しま したが ､ 屋嘉比 さ ん はそれ まで敵対して い た企業内 の職員組合や エ員

の労働組合と連帯 して ､ 倒産全員解雇 の攻撃 に 対 して職場 を占拠 して 闘 い ま した ｡

半 年間 の 倒 産 争議 は2 0 0 7 年2 月 に終結 ｡ 解決 金 と して 3 3 名 の 組合員の 1 年分 の 年

収保障および ､ 京 都 地裁が認定 した 同 一 価 値 労働 同
一 賃金 原 則 に 則 っ た ､ 屋嘉比

さ ん に かか る男女賃金差別是正を獲得 して勝利的な解決を勝ちとりま した ｡

男性優位社会の中 で ､ 様々 な 攻撃と妨害にもめげず ､ 長年 にわ た っ て が んばり

ぬ い た屋嘉比さんの 闘 い はと て も厳 し い も の で した ｡ 屋嘉比 さん が追求 して きた

ペ イ
･ エ クイ テ ィ ( 同 一 価値労働同 一 賃金) は ､ 職務評価によ っ て 労働の価値を

客観的に比較 して差別賃金を是正する運動と して ､ 男 女差別の み な らず ､ 非正規

雇用労働者の均等待遇獲得 へ の 新 し い 地 平 を切 り 開く もの です ｡ 個別の企業との

闘 い に始ま っ た 屋嘉比 さ ん の 困難な闘 い は ､ 全国の 労働者から注目され て き ま し

たが ､ 非正規雇用が拡大する今日 ､ 改め て多く の 女性た ち の 差 別 と の 闘 い に合流

しつ つ あり ます ｡

2 0 0 7 年度 には ｢ 多田環 子 反権力人権賞｣ が ､ 屋嘉比 ふみ 子 さ ん に贈られました ｡

現在 は東京 に住み ､ 均等待遇 ア ク シ ョ ン 2 1 事務局 を 担 い な が ら ペ イ ･ エ ク

イ テ ィ の 普及 につ と め ､ 大学や 労働組合等で講演活動を行 っ て い ら っ しや い ます｡




